
 

令和７年度 豊田地域交流センター備品（造作本棚） 仕様書 

 

１ 件 名 

令和７年度 豊田地域交流センター備品（造作本棚）（債務負担行為） 

 

２ 目 的 

本業務は、豊田地域交流センター整備事業に伴い、建設中の施設内の図書室に本

棚を特注備品として製造するもの。 

 

３ 履行期間 

本件の履行期間は、契約締結の日から令和８年６月 13日までとする。 

 

４ 計画施設概要 

(1) 施設名称  豊田地域交流センター 

(2) 建物 

ア 敷地の場所  焼津市小土 961-1 

イ 敷地面積  5182.70㎡ 

ウ 構  造  混構造（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄骨造、木造） 

エ 階  数  ２階建 

オ 延床面積  1497.13㎡ 

 

５ 仕 様 

別添「家具共通仕様書」を参考の上、製造、設置（施工）すること 

 

６ 納品物 

(1) 備品等  別添「家具共通仕様書」記載の備品一式 

(2) 完成図書 備品等の製造請負に関する完成図書 

(3) 証明書  使用する全ての木材が国産であることがわかる産地証明書等 

 

 

７ 納品場所 

  住  所：焼津市小土 961-1（新設工事中） 

    名  称：豊田地域交流センター 

※設置場所は別添「家具キープラン」参照 

 

８ 契約金額の支払い     

全ての製品が納品される令和８年度に契約金額を支払います。 

 

 



９ 特記事項 

（１）現在、豊田地域交流センターは移設に向けて建設工事中であるため（令和８年

３月引渡予定）、納品日は協議の上で決定すること。ただし、家具共通仕様書

内の F-1造作家具については、令和８年２月中旬から下旬にかけて市が指定す

る日、その他の造作家具については令和８年４月以降に仕上げ・完成を行うこ

と。なお、工事中であることから、入札前の現場確認は不可とする。 

（２）製品の運送・搬入・組立・取付や梱包材の処分引取り等に係る費用を含むこと。 

   （附帯部品及び作業等に係る費用を含むこと）。 

（３）設置方法については建築工事請負者 及び工事監理業務請負者と協議のうえ施

工すること。 

（４）製品を指定した場所に配置（引渡し）するまでの間に損傷を与えた場合は、請

負者負担により交換または修理を行うこと。 

（５）製品の搬入の際に施設及び備品等に損傷を与えた場合は、請負者の負担により

交換または修理を行うこと。 

（６）製品の納品後、定められた契約不適合責任期間内に本体及び材料の不良、施工

の不備に起因する故障や破損が生じた場合は、速やかに無償で修理・交換を行

うこと。 

（７）破損時等のアフターサービスが対応可能であること。 

（８）履行に当たっては、建築基準法、消防法等関係諸法令に適合するよう施工する

とともに、各種法令を遵守し、安全管理を徹底すること。 

（９）十分な実績、経験、技術及び知識を有する技術者を配置すること。 

（10）搬入に伴い大型車両を使用する場合には、近隣住民の安全を確保すること。 

（11）本仕様書に関して疑義を生じた事項及び定めのない事項は、請負者と焼津市が

協議のうえ、決定するものとし、請負者の一方的な解釈によってはならない。 

（12）履行に必要な資料のうち、焼津市が保有しないものについては、請負者 の責

任と負担において収集しなければならない。 

（13）履行中に生じた諸事故並びに焼津市又は第三者に与えた損害に対しては、焼津

市の指示に従って、請負者の責任において、処理しなければならない。 

（14）その他、質疑等がある場合は確認をすること。 

 

 


